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不動産鑑定士論文式試験 

平成28年 本試験問題－会計学 

［問題１］（50点） 

以下は「企業会計原則」の文章の一部である。下記の各問に答えなさい。 

○ 「損益計算書は，企業の（Ａ）を明らかにするため，(a)一会計期間に属するすべての収益とこれ

に対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し，これに特別損益に属する項目を加減して

当期純利益を表示しなければならない｡」 

○ 「すべての費用及び収益は，その支出及び収入に基づいて計上し，その（Ｂ）した期間に正しく

割当てられるように処理しなければならない。ただし，（Ｃ）は，原則として，当期の損益計算に

計上してはならない｡」 

○ 「貸借対照表は，企業の（Ｄ）を明らかにするため，貸借対照表日におけるすべての(ｂ)資産，負

債及び資本を記載し，株主，債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければな

らない。ただし，（Ｅ）の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は貸借対照

表の記載外におくことができる。」 

○ 「貸借対照表に記載する資産の価額は，原則として，当該資産の取得原価を基礎として計上しな

ければならない。資産の取得原価は，資産の種類に応じた（Ｆ）の原則によって，各事業年度に配

分しなければならない。」 

 

(1) 空欄（Ａ）～（Ｆ）に入る適切な語句を答えなさい。 

(2) 下線部(a)のように，現行制度における損益計算書では，段階的に利益を計算・表示する。この

現行制度の損益計算書で表示される経常利益と当期純利益の違いを説明しなさい。 

(3) 下線部(ｂ)に対して，現行制度における貸借対照表の区分は，資産，負債及び純資産である。こ

の純資産について説明しなさい。なお，純資産の部については連結貸借対照表を前提とし，非支配

株主持分はないものとして解答すること。 

(4) 現行制度では，上場会社の連結財務諸表として，包括利益を表示する計算書の作成が求められて

いる。この包括利益について説明しなさい。 

(5) 現行制度における貸借対照表には，平成10年に公布された「土地の再評価に関する法律」の適用

によって計上された土地再評価差額金が記載されている場合がある。この土地再評価差額金のよう

に，固定資産を時価評価した場合に計上される評価差額の会計上の性質について説明しなさい。な

お，解答にあたっては，時価が上昇し，評価益相当額が計上されるケースに限定してよい。 
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【解答例】 

(1) 

(Ａ) 経営成績 (Ｂ) 発生 (Ｃ) 未実現収益 

(Ｄ) 財政状態 (Ｅ) 正規の簿記 (Ｆ) 費用配分 

 

(2) 損益計算書は，収益と費用の発生原因に従い，営業損益計算の区分，経常損益計算の区分及び純

損益計算の区分に区分して作成する。具体的には，営業損益計算の区分において営業利益を計算・

表示し，経常損益計算の区分において，営業利益に営業外収益を加え，営業外費用を控除して経常

利益を計算・表示する。そして，純損益計算の区分では，まず，経常利益に特別利益を加え，特別

損失を控除して税引前当期純利益を計算・表示し，さらに，税引前当期純利益から当期の負担に属

する法人税額，住民税額等を控除して，当期純利益を計算・表示する。 

ここで，経常利益は，企業の主たる営業活動から得た正味成果を示すものである営業利益に，経

常的な収益及び費用のうち，当該企業の主たる営業活動以外の種々の活動から生ずる営業外収益及

び営業外費用を加減算して計算・表示する。よって，経常利益は，企業の本来の業務の他，財務活

動等を含めて，毎期経常的に得ることのできる利益を示す。 

当期純利益は，経常利益に，固定資産売却損益等の臨時的偶発的な損益である特別損益を加減算

し，当期の負担に属する法人税額・住民税額等を控除して計算・表示する。 

このように，経常利益と当期純利益は，特別損益に属する項目及び当期の負担に属する法人税額・

住民税額等が含まれるか否かで異なる。 

(3) 貸借対照表上，資産性又は負債性をもつものを資産の部又は負債の部に記載し，これらに該当し

ないものは資産と負債との差額として純資産の部に記載する。純資産の部は，株主資本と株主資本

以外の各項目に区分する。株主資本以外の各項目は，非支配株主持分がない連結貸借対照表におい

ては，評価・換算差額等及び新株予約権に区分する。 

(4) 包括利益とは，ある企業の特定期間の財務諸表において認識された純資産の変動額のうち，当該

企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分をいう。連結財務諸表において

は，当期純利益に，その他の包括利益の内訳項目を加減して包括利益を表示する。その他の包括利

益とは，包括利益のうち当期純利益及び非支配株主に帰属する当期純利益に含まれない部分をいう。 

(5) 本問の評価差額の会計上の性質は，未実現収益である。これは，固定資産の時価が上昇した場合

であっても，企業外部の第三者に対する財貨の提供及びその対価としての現金又は現金等価物の受

領がなされていないためである。そのため，当該評価差額については，損益計算に計上せず，直接，

純資産の部 評価・換算差額等に計上する。 

以上 
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［問題２］（50点） 
 

問１ 棚卸資産について，次の各問に答えなさい。 

(1) 棚卸資産とは何か説明しなさい。 

(2) 評価方法（売上原価等の払出原価と期末棚卸資産の価額を算定する方法）として選択することが

認められている方法を挙げ，それぞれについて説明しなさい。 

(3) 通常の販売目的で保有する棚卸資産の期末の評価基準を説明しなさい。 

(4) Ａ商品について期末実地棚卸を行ったところ8,222個あった。Ａ商品の帳簿期末棚卸数量は8,516

個，取得原価は１個当たり693円である。Ａ商品の期末の正味売却価額は１個当たり685円である。

Ａ商品の棚卸減耗損及び商品評価損を答えなさい。 

問２ 土地・建物などの不動産に関する以下の文章の空欄（ア）～（カ）に入る適切な語句を答えな

さい。 

本社・工場など自社使用目的で保有する不動産は，貸借対照表上，固定資産のなかの（ア）資産

に分類され，期末の帳簿価額が（イ）より低い場合には（ウ）損失を認識する。一方，通常の販売

目的で保有する不動産は，（エ）資産であるため貸借対照表上，（オ）資産に分類される。また，

賃貸等投資の目的で保有する投資不動産は，貸借対照表上，（カ）資産のなかの投資その他の資産

に分類される。 
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【解答例】 

問１ 

(1) 棚卸資産は，商品，製品，半製品，原材料，仕掛品等の資産であり，企業がその営業目的を達成

するために所有し，かつ，売却を予定する資産のほか，売却を予定しない資産であっても，販売活

動及び一般管理活動において短期間に消費される事務用消耗品等も含まれる。 

(2) 評価方法として選択することが認められている方法には，個別法，先入先出法，平均原価法及び

売価還元法があり，事業の種類，棚卸資産の種類，その性質及びその使用方法等を考慮した区分ご

とに選択し，継続して適用しなければならない。 

個別法とは，取得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し，その個々の実際原価によって期末棚

卸資産の価額を算定する方法である。個別法は，個別性が強い棚卸資産の評価に適した方法である。 

先入先出法とは，最も古く取得されたものから順次払出しが行われ，期末棚卸資産は最も新しく

取得されたものからなるとみなして期末棚卸資産の価額を算定する方法である。 

平均原価法とは，取得した棚卸資産の平均原価を算出し，この平均原価によって期末棚卸資産の

価額を算定する方法である。なお，平均原価は，総平均法又は移動平均法によって算出する。 

売価還元法とは，値入率等の類似性に基づく棚卸資産のグループごとの期末の売価合計額に，原

価率を乗じて求めた金額を期末棚卸資産の価額とする方法である。売価還元法は，取扱品種の極め

て多い小売業等の業種における棚卸資産の評価に適用される。 

(3) 通常の販売目的で保有する棚卸資産は，取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし，期末

における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には，当該正味売却価額をもって貸借対

照表価額とする。そして，取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理する。こ

こで，正味売却価額とは，売価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除したものをいう。 

(4) 

棚卸減耗損 203,742円 

   計算過程：(8,516個－8,222個)×693円＝203,742円 

商品評価損  65,776円 

  計算過程：8,222個×（693円－685円）＝65,776円 

 

問２ 

(ア) 有形固定 (イ) 回収可能価額 (ウ) 減損 

(エ) 棚卸 (オ) 流動 (カ) 固定 

 

  

以上 

 


